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政策評価懇談会（第 21 回）議事録 

 

１．日 時 

  平成２１年３月３日（火）１０：００～１２：１０ 

 

２．場 所 

  法務省第一会議室 

 

３．出席者 

  ＜政策評価懇談会構成員＞ 

    川端 和治  弁護士 

（座長）立石 信雄  オムロン株式会社相談役 

    田辺 国昭  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

    中村 美華  株式会社セブン＆アイ・ホールディングス法務部グループ法務シニアオ

フィサー 
    前田 雅英  首都大学東京都市教養学部長 

    山根 香織  主婦連合会長 

    六車  明  慶應義塾大学法科大学院教授 

    渡辺 雅昭  朝日新聞社世論調査センター長 

  ＜省内出席者＞ 

    事務次官                         小津 博司 
    官房長              稲田 伸夫 
    官房参事官（予算担当）      名取 俊也 

    秘書課企画調整官         山本  寧 

秘書課上席補佐官         山田 省三 

        人事課補佐官                   加畑 和宏 

        会計課補佐官           伊藤 武志 

官房参事官（施設担当）      大木 典雄 

厚生管理官総括補佐官       早川  誠 

        訟務部門訟務広報官        酒井  修 

        司法法制部付           森田 強司 

        民事局付             松井 信憲 

        刑事局参事官           山元 裕史 

        矯正局成人矯正課長        富山  聡 

        保護局総務課長          曽木 徹也 

        人権擁護局参事官         横田希代子 

        入国管理局入国管理企画官        坂本  貞則 

        法務総合研究所総務企画部付    木下 武彦 
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        公安調査庁総務部総務課企画調整室長 森田 正巳 

＜事務局＞ 

        官房審議官（総合政策統括担当）  黒川 弘務 

        官房参事官（総合調整担当）    宇川 春彦 
官房付              松本  裕 

        秘書課付             駒方 和希 

        秘書課補佐官           岩田 伸雅 

 

４．議 題 

(1) 法務省政策評価に関する基本計画の見直しについて 

(2) 法務省事後評価の実施に関する計画（平成２０年度）の見直しについて 

(3) 法務省事後評価の実施に関する計画（平成２１年度）の策定について 

(4)  その他 

 

５．配布資料 

資料１：日本司法支援センターの現況等について 

 資料２：刑務所出所者等に対する社会復帰支援について 

資料３：法務省政策評価に関する基本計画（改定案） 

 資料４：法務省事後評価の実施に関する計画（平成２０年度）（改定案） 

 資料５：法務省事後評価の実施に関する計画（平成２１年度）（案） 

 

６．議 事 

○立石座長：定刻になりましたので，ただいまより第２１回政策評価懇談会を開催いたします。そ

れでは，はじめに，法務事務次官から挨拶があります。よろしくお願いします。 

○小津事務次官：一言，ごあいさつを申し上げます。委員の皆様方におかれましては，御多忙の

ところ，第２１回政策評価懇談会に御出席いただき，誠にありがとうございます。また，本年

度１年間に渡り，法務省の政策評価について御指導いただき，深く感謝を申し上げます。昨年，

内閣官房長官の下に，国民の目線で行政全般に対する無駄の根絶に向けた指摘をするための「行

政支出総点検会議」が設置されました。同会議の方針を受け，当省におきましても，政策の棚

卸しを実施するなど，行政コストの節減に取り組んでまいりました。このような取組みも踏ま

え，今後とも，政策評価の結果を施策の企画立案や実施に役立てるとともに，政策評価が無駄

の削減に一層資するものとなるよう努めてまいります。いよいよ裁判員制度の実施が目前に迫

ってまいりました。当省といたしましても，より多くの国民の皆様に不安なく参加していただ

けるよう，制度の円滑な実施に向けて全力を尽くすとともに，質の高い法務行政の実現に努め

てまいりますので，委員の皆様方におかれましても，引き続き，一層の御理解と御支援を賜り

ますようお願い申し上げ，私のあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお願いします。 

○立石座長：どうもありがとうございました。次に，前回と事務局のメンバーが変わっています

ので，官房長から一言お願いいたします。 
○稲田官房長：昨年の１０月１７日付けで法務省大臣官房長を命ぜられました稲田でございます。 
 委員の先生方にはこれからいろいろお世話になると思いますが，よろしくお願いします。政策
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評価というのは新しい課題ではありますけど，非常に重要な問題であると考えております。こ

の実施が法務行政全般にとりまして，非常に重要な位置付けをもっていると考えておりますの

で，今後とも委員の先生方の御指導の下，一生懸命やっていきたいと思っております。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 
○立石座長：ありがとうございました。それでは，早速ではございますが，本日の審議事項につ

いて，事務局から説明願います。 

○宇川官房参事官：それでは，本日の審議事項等について，御説明させていただきます。まず，

席上の配布資料についてですが，資料１は「日本司法支援センターの現況等について」，資料

２は「刑務所出所者等に対する社会復帰支援について」，資料３は「法務省政策評価に関する

基本計画(改定案)」，資料４は「法務省事後評価の実施に関する計画(平成２０年度)(改定案)」，

資料５は「法務省事後評価の実施に関する計画（平成２１年度)(案)」となっております。本日

は，審議の前に「法務省における施策の実施状況等」につきまして，資料１，２に基づき御説

明申し上げます。その後，議事次第に審議項目として掲げてございます各項目につきまして，

資料３，４，５に基づき，順次事務局からその概要を御説明させていただいた上，皆様から御

意見・御質問を頂戴したいと存じます。なお，関係する法令や閣議決定等につきましては，席

上に参考資料として準備いたしましたので，適宜御参照いただければと思います。本日の審議

事項等については，以上でございます。 

○立石座長：ありがとうございました。それでは，審議に入る前に，「法務省における施策の実施

状況等」について，事務局から説明願います。まず，法務省全体の動きについて，説明願います。 

○松本官房付：官房付の松本でございます。よろしくお願いします。私の方から，法務省におき

まして現在取り組んでいる主だった施策の概要について御説明させていただきます。まず，「司

法制度改革の推進について」でございます。司法制度改革の柱の一つであります裁判員制度が

本年５月２１日から始まります。これまで講じてきた様々な方策を踏まえて，迅速で分かりや

すい裁判の実現を図るなど，制度の円滑な実施に向けた取組に努めております。また，日本司

法支援センター（法テラス）につきましても，更なる体制の充実強化及び業務内容の一層の周

知を図っているところでございます。さらに，司法制度改革につきましては，そのほかにも，

法曹養成のプロセス全体の改善，裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の認証制度の適正な実施運営

や法教育の普及，法令外国語訳の推進など，様々な課題に取り組んでいるところでございます。

次に，「治安回復に向けた取組について」でございます。治安再生への取組が喫緊の課題とさ

れていることを踏まえて，特に刑務所出所者等の社会復帰支援を始めとする再犯防止，さらに，

不法出入国事案の防止や不法・偽装滞在者の削減のための施策を推進しております。また，オ

ウム真理教につきましては，団体規制法に基づく観察処分の３回目の期間更新がなされました

ので，公安調査庁におきましては，引き続き，観察処分を厳正に実施していくこととしており

ます。次に，「法整備支援の推進について」でございます。アジア地域を中心に，刑事司法分

野に関する国際連合等への協力とともに，法制度整備支援等につきまして，積極的に取り組ん

でいるところでございます。 

 私からは，以上でございますが，この後，「法テラスの最近の取組状況」及び「刑務所出所

者に対する社会復帰支援」につきまして，担当部局より順次御説明させていただきます。 

○立石座長：ありがとうございました。それでは，法テラスの最近の取組状況について，説明願

います。 
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○司法法制部：司法法制部で参事官をしております坂田と申します。この会議におきましては，

一昨年１１月に，先生方に開業後１周年の機会に現況を御報告して以来でございまして，その

後，先生方はじめ各般の御指導をいただいて，着実にその基盤を固め，業務を推進してきてい

るところで，まもなく開業後２年半，設立３周年を迎えるところでございます。私事ではござ

いますが，今週末に法務省を退職させていただいて，法テラスの方に事務局次長として出向さ

せていただく予定としております。今日は，後任の山崎部付と二人で，せっかくの機会ですか

ら宣伝させていただき，御意見をいただこうということで参りました。具体的な説明は，山崎

部付からさせていただきます。 

○司法法制部：部付の山崎でございます。この１月から司法法制部にきております。政策評価懇

談会委員の皆様方には，日ごろから日本司法支援センター（法テラス）につきまして貴重な御

意見をいただき，感謝申し上げます。今，坂田から話がございましたように，法テラス開業前

の平成１８年２月から，政策評価懇談会におきまして，１２回会合，開業間もなくの１０月に

開催されました１４回会合，それから前回ということでございますが，平成１９年１１月の第

１７回会合で，法テラスの制度の概要等を御説明させていただきました。本日は，開業から本

年１月までの，基本的には１月までの現況について御報告申し上げたいと思っております。配

布資料でございますが，資料１ということでございまして，右肩に資料１と振ってあります。

開いていただきますと次のページにまた資料とありまして，左肩に資料１から資料５までござ

いますので，これを順次御覧いただきながらということでお願い申し上げます。委員の皆様方

におかれましては，すでに御案内かもしれませんが，法テラスの主な業務としては，「１．情

報提供業務」「２．民事法律扶助業務」「３．国選弁護人確保業務」「４．常勤弁護士の配置

と司法過疎対策業務」「５．犯罪被害者支援業務」という５つの業務を挙げることができる訳

でございます。本日の資料もそれに従いまして記載しております。 
まず，「情報提供業務」から御説明いたします。情報提供業務は，利用者からの問い合わせ

に応じて，法制度に関する情報，あるいは，相談機関，窓口等に関する情報を無料で提供する

業務でございますが，東京に設けられたコールセンターにおいて，電話やメールでの問い合わ

せに対応し，あるいは，地裁本庁所在地５０か所に置かれている地方事務所において，窓口や

電話で対応をしております。資料１の「１．情報提供業務」の部分を御覧ください。グラフが

示されておりますが，このグラフは，コールセンターでの電話とメールによる問い合わせに関

する情報提供件数を示したものでございます。緑色が平成１９年度，赤色が平成２０年度とい

うことでございますが，全体的に見まして，赤色の２０年度の業績の方が上の方にある，すな

わち，情報提供件数が多いことが分かると思います。特に，９月以降の部分で，赤色の線が緑

色の線よりかなり上の方に位置していますが，これは，昨年の９月からインターネット等を媒

体としまして，かなり効果的な広報を行いましたので，その成果が現れているものと思われま

す。それから，昨年９月からでございますけれども，だいたい前年同月比２５パーセント～５

７パーセント情報提供件数が増加しているという状況でございます。そして，本年２月以降も

その水準は維持されているところでございます。２枚めくっていただきまして，資料１とござ

いまして，「法テラス・コールセンターにおける業務実績（平成１８年１０月～同２１年１月）」

という表とグラフが表示してあります。御覧になると分かると思いますが，平成２０年度は，

１月末の時点で，合計２３万件にせまる状況でございまして，すでに平成１９年度一年分の件

数，約２２万件でございますが，これを上回っておるという状況でございます。いずれにしま
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しても，法テラスの認知度が向上すれば，需要も高まってくるものと予想されますので，今年

度も効果的な広報を継続して，より多くの方に利用していただけるよう努めてまいりたいと考

えているところでございます。 

次に，「民事扶助業務」についてですが，資料２「民事法律扶助業務実績」を御覧いただき

たいと思います。そして，一番上の表「援助決定件数等状況」を御覧いただきたいと思います

が，これは援助決定件数等状況を年度別にまとめたものでございます。これによりますと，「法

律相談援助」「代理援助」「書類作成援助」とございまして，それぞれの件数が，平成１８年

度，平成１９年度，平成２０年度と，平成１８年度は年度途中からでございますから，法律相

談援助件数は，６万件台と，あるいは，書類作成援助は，２千件台ということでございますが，

それ以降，法律相談援助は，平成２０年度１月までで１４万件以上，代理援助は６万件以上，

それから書類作成援助は４千件以上という状況でございます。平成２０年度はまだ終了してお

りませんが，いずれの援助の方式につきましても前年度を上回っていくのではないかと予測さ

れるところでございます。さらに，その下の「契約弁護士数」でございますが，これについて

もそこに挙げている数字のとおりでありますが，契約弁護士数は，センターでの相談を受け付

けるものとしては１万人以上，事務所相談であれば９千人以上，受任予定者，これは，代理援

助を受ける予定の弁護士ということでございますが，１万人以上，受託予定者，これは，書類

作成援助の受託を受ける予定の弁護士ということでございますが，９千人以上という状況にな

っておりまして，契約弁護士法人数についても資料に記載しているとおりでございます。民事

法律扶助業務を担当する契約弁護士数，あるいは，司法書士数を確保して体制を整えていく一

方で，援助審査の合理化，あるいは，犯罪被害者への充実した援助についても取り組んでいる

ところでございまして，１枚目の「２」に記載しているとおり，法律相談援助手続の合理化・

簡素化・援助の迅速化，そして，犯罪被害者への充実した援助として，扶助制度を積極的に活

用していくという方法で取り組んでいるところでございます。 

次に，国選弁護関連業務の実績についてでございます。御案内のとおり，国選弁護制度とい

うものは，被疑者・被告人が貧困等の理由により弁護人を選任できない場合に，本人の請求等

で弁護士を選任する制度でございまして，その選任手続は法テラスを経由して行われることと

されております。この関連で，法テラスは主として弁護士と国選弁護契約を締結する業務，裁

判所からの求めに応じて個別事件について，国選弁護人候補を指名通知するという業務，そし

て，国選弁護人に支払うべき報酬費用を算定し，支払うという業務を行っております。１枚目

の紙の３ポツの部分でございますが，ここに国選弁護人の関係で，契約弁護士の確保というこ

とで，棒グラフが書いてあります。平成１８年１０月現在は，８，４２７人でございましたが，

平成２１年２月現在は，１万４，６８６人となっております。裁判員裁判も始まりますし，被

疑者国選弁護対象事件の拡大ということもございますので，それに対応すべく人数を確保する

ということが必要となっております。引き続き弁護士会の協力等も得ながら人数の確保という

ことを図っていく必要があるものと思っております。 

それから，国選弁護人の指名通知業務でございますが，これは，ほぼ想定された事件数の範

囲内において，遅延が生じることもなく業務が進んでいるところでございます。資料３「国選

弁護関連業務実績」というところを御覧いただきたいと思います。御覧いただきますとお分か

りいただけるかと思いますが，事件数につきましては，本年度，被疑者の事件が６，１８２件，

被告人の事件が５万８，６５１件の指名通知を行っているというところでございます。休日や
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あるいは年末年始などの長期の休日期間における指名通知の業務などもございますが，その実

施についても特段の支障なく行われているところでございます。それから，資料３に下表の「２」

という番号が付された部分，これは国選弁護人契約弁護士数の推移でございます。表に記載さ

れているとおり，基本的には増加を続けているところでございまして，平成２０年度におきま

しては，２月１日現在で，１万４，６８６人ということでございます。次に，常勤弁護士の配

置と司法過疎対策業務の実績でございます。本年２月１日現在の常勤弁護士の配置状況につい

てですが，資料４に載せております。地方事務所のほか，秩父や安芸，その他２３の地域事務

所に合計で１５１名配置しているという状況でございます。他に，３月１日付けで，さらに，

延岡，福知山，会津若松の地域事務所を開設しております。それから，１枚目の４ポツの部分

ですが，常勤弁護士数と地域事務所数の推移を分かりやすく棒グラフにしたもので，増加して

いる状況を示したものでございます。 

それから次に，犯罪被害者支援業務の実績についてですが，犯罪被害者支援業務につきまし

ては，コールセンターに犯罪被害者支援ダイヤルという専用の電話番号を設けまして，犯罪被

害者支援の知識，経験を持った担当者を配置し，二次被害を与えないように，被害者の心情等

に気を配りながら丁寧に対応できる体制で臨んでおります。 

資料５「被害者支援関連業務実績」という部分を御覧いただきたいと思います。その一番上

の表が「被害者支援受電件数」でございます。今年度は１月までの統計ではございますが，す

でに１９年度，一年分の件数を超えているところでございます。被害者支援ダイヤルが浸透し

つつあるのが伺われるところでございます。また，地方事務所におきましても，犯罪被害者か

らの相談を受け付けておりますが，今年度に入りましては，月間約９００件程度の問い合わせ

を受けているということでありまして，それぞれの方が置かれている状況に応じた法制度や支

援窓口の適切な案内に努めているところでございます。相談を受けた結果，必要に応じて犯罪

被害者支援に精通した，いわゆる精通弁護士を紹介することもあるわけでございますが，その

紹介件数につきましては，今，申し上げた表の下の２の表でございまして，２０年度は１月ま

でで５３６件ということになっております。それから，その下に，「精通弁護士数及び国選被

害者参加弁護契約弁護士数の推移」という表がございますが，この表のとおり精通弁護士につ

きましては，平成２０年度１２月１日現在で１，４００名程度が登録しているところでござい

ます。最初の紙に，「５．犯罪被害者支援業務」につきましてのイメージ図を掲載させていた

だきました。平成２０年１２月１日から，犯罪被害者参加制度とともに被害者参加人のための

国選弁護人制度が開始されました。資力の乏しい被害者参加人が刑事裁判に参加する場合には，

参加人の申し出により，裁判所が弁護士を選定することができるもので，法テラスでは，この

国選被害者参加弁護士の確保に関する業務を新たに行っているところでございます。国選の被

害者参加弁護士の選定請求につきましては，実は，先ほどまでに入った情報でございますが，

１４件の選定請求がなされているということでございます。以上，主な業務について御説明申

し上げました。 

○立石座長：どうもありがとうございました。大変詳しく，法テラスの現況について，説明いた

だきました。委員の皆様，ただ今の説明に関して，御質問などございますでしょうか。 

○川端委員：二つお伺いしたいんですけど，コールセンターの情報提供について，効果的な広報

の実施によって情報提供数が大幅に増えたという御報告があり，それは非常に喜ばしいことで

すが，このグラフを見ると，９月，１０月と急激に伸びる。まあ，広報が効いたと思いますけ
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れど，その後，１１月，１２月，１月と下がっていますよね。これは一体どうしてなのか。つ

まり，効果的な広報を続けられなかった要因というのは何なのかというのがまず一つ。もう一

つは，犯罪被害者支援業務，法テラスの方で契約するというのが始まったばかりですけど，同

じ司法支援センターで国選弁護人の契約業務を行っていますので，利益相反の問題が生じない

ように，あるいは，情報が相互に漏れないように何かきちんとした手立てを講じておかなけれ

ばいけない問題なのかと思いますが，その点はどのように対応しているかを教えていただきた

い。 

○司法法制部：まず，前段の御質問ですが，これはグラフを見ていただくと，１９年度，２０年

度同じような形をとっていることが伺われるかと思います。これは確定的なことを言えるとい

うわけではありませんが，１１月，１２月になると休みが増えてきて，実際に相談を受ける日

数自体が減っているのではないかと，そんなところを想像しておるところでございます。申し

訳ありません，後段の質問をもう一度お願いします。 
○川端委員：被害者参加人のための国選弁護と本来の被疑者・被告人のための国選弁護というの

が，同じ件について利益相反が生ずる可能性があるのではないかと思うんですよね。当然，そ

れは相互の情報を遮断する何らかの方策を講じておられると思うんですけど，その辺を具体的

にどうなさっているのかを伺いたい。 
○司法法制部：詳細については，法テラスの方に聞いてみないと分からない点がございますが，

まず担当については，国選弁護課と犯罪被害者支援課と事務手続の担当は分かれています。相

互に，例えば，選定請求，報酬算定等に関する書類等も別個ですし，その決裁ルートも別でご

ざいます。ただ，それ以上に情報をさらに高いファイヤーウォールを作ってやる必要があるの

かどうか，実際どの程度のことをやっているかということは私どもで把握しておりませんので，

また調べまして先生に御報告したいと思います。 

○立石座長：よろしゅうございますか。その他に何か。 
○中村委員：詳細な説明ありがとうございました。一点お伺いしたいのは，弁護士さんというの

はいろいろな先生がいらっしゃいまして，特に得意な分野といいますか，経験された分野等い

ろいろあったりするわけなんですけれども，そうした場合に，最後の方のところに，精通弁護

士の紹介という言葉もございましたけれども，最初の方のコールセンターでも弁護士さんの紹

介をされたりすると思うのですが，そういう時の弁護士さんの評価といいますか，どういうと

ころで精通弁護士というふうに評価されているのか，あるいは，どういうところで，こういう

弁護士さんがいいんじゃないかということを決められているのかということを教えていただき

たい。 

○司法法制部：もしかするとお叱りを受けるかもしれませんが，法テラスの方では，個別の弁護

士さんを紹介するというのは，犯罪被害者支援の分野だけでございます。犯罪被害者支援につ

きましては精通弁護士を紹介するという業務をしておりますが，それ以外の一般の御相談です

と，まずは弁護士会を紹介するとか，司法書士会を紹介するとか，あるいは，各種相談等を担

当している公的な団体とかＮＰＯ法人，その他の各種相談窓口を御紹介しているという形にな

っております。果たしてそれでいいのかどうかということについては，私ども内部でも大いに

議論しているところでございまして，「あなたの相談でしたら，この弁護士さんがいいよ」と

いう，そこまで突っ込んだ情報を法テラスが提供すべきではないかという議論もございます。

今後の検討課題だと思っております。被害者支援のところで紹介しています精通弁護士につき
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ましては，各弁護士会におきまして，「この方は精通弁護士さんですよ」と，弁護士会長の方

から推薦をいただいている先生方でございます。その推薦の要件としては，実際に犯罪被害者

支援に関する事件を，民事の損害賠償事件とかですね，実際受任してやっておられる，いくつ

かの経験があるということ，あるいは，弁護士会等が行う研修会に一定の回数参加している，

そういった要件を定めておりまして，その分野に精通しているということで，弁護士会長に認

められた方を名簿に登録させていただいているところでございます。 

○立石座長：よろしゅうございますか。その他何かございますか。 

○山根委員：コールセンターの広報の成果による山が１０月あたりだけ，どの年もそのようです

ので，もし成果の高く上がる広報が年に２回でもできるんであればもっと続ければいいなと思

ったことと，現況を報告いただきまして，努力の成果も分かったんですけれども，今，今後に

向けて一番大きな課題というのは何だというふうに整理されているのかをお聞かせ願えればと

思います。 

○司法法制部：広報につきまして前段の御指摘でございますが，確かに年に２回こういうことが

できればというところがございます。４月に法テラス設立の日「法テラスの日」というのと，

１０月は「法の日」というのがございますので，いい機会が２回ございますので，先生御指摘

のようにもっと力を入れてやっていければということを考えております。それから，法テラス

が直面している課題ということですが，やはり，まず，第一には，国民の皆様への認知度を上

げていく，今，先生から御指摘のあったところが第一なのではないかと思います。昨年２月の

認知度調査でも，法テラスを知っている方というのは，国民の２割にとどまっているという結

果もございますので，周知度を高めて，より利用していただくというのが一点，それから，御

承知のように，５月２１日は裁判員制度が始まる，また，被疑者国選弁護士権の対象範囲が，

従来は法定刑が重いものだけが対象でございましたが，普通の事件といいますか，もう少し軽

い事件も対象範囲として拡大されるということで，事件数も大幅に増えるというところでござ

いますので，その担い手としての弁護士をきちんと確保していくという，質・量ともに豊かな

弁護士を確保していくということでございまして，外部の契約弁護士を確保していくというこ

とと，スタッフ弁護士もこれまで以上にリクルート活動に努めまして充実させていきたいとい

うところが課題であると認識しております。 

○立石座長：よろしゅうございますか。はい，どうぞ。 

○六車委員：くどいようで申し訳ないんですけど，今の法テラスの情報提供業務のところの資料

の「１」のところで，「効果的な広報の実施」というのがあって，矢印で「情報提供件数が２

５％～５７％増（対前年同月比）」とありますけど，こういう統計の示し方は正確なところを

現しているのでしょうか。この２枚目の裏の資料１のところを拝見しますと，平成２０年度の

１０月というのはですね，前月比に比べて１万件くらい増えて，１１月くらいになると７千件

くらい減っており，どうしてかなと思ってお聞きしていましたら，今「法の日」というのが出

てきました。法の日の中に，法テラスの宣伝がどれだけ含まれているのか，独自の宣伝の話で

はない部分があるのか，法の日の話が出てきたのは遅かったと思うんですけど，ずっと，何で

１０月は，特に，平成２０年の場合は多いということは，それは広報として重要なことじゃな

いかと思うんですよね。前年同月比で２５パーセントから５７パーセント増と出すことと同じ

くらい重要じゃないかと。数値をみればですね，非常に大きな変動ですから。ですから，他の

委員の方の質問と同じことになると思うんですけど，どういう表現の仕方がいいのかとか，そ
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れはなぜなのかという分析をちゃんとやって，かつ，法の日との関係はどういうふうに，終わ

っちゃったとたん減っちゃうわけですから，法の日とおっしゃったけど，法の日の何なのかと

いうようなところも，すぐでなくてもいいと思うんですけど，こういうのは数字が先走ります

ので，最初の段階で慎重にやっておいた方がいいように思いました。 

○司法法制部：今の御指摘ですが，「法の日」，なぜそれがきっかけで急激に伸びているのかと

いう点でございますが，法の日のイベントで，ジャガー横田さん御夫妻を「一日法テラス広報

大使」ということで，トークショーを開催させていただくなどしました。それにテレビ各社が

取材してくださって，いわゆるワイドショー等々で相当流してくださったり，あるいは，その

時期に各テレビ局が集中して法テラスを取り上げてくださる機会があったということが１０月

の法の日と，ちょっとその後に集中的にございました。それから，９月からインターネットの

リスティング広告等々を始めたというようなことの相乗効果がございまして，１０月にドンと

件数が伸びたということだろうと思います。その後，テレビで取り上げられる回数が落ち着い

てしまったということで，ガタガタと減っているということであろうと認識しております。こ

の資料の書き方がちょっといかがなものかという御指摘はごもっともかと存じますので，検討

させていただきたいと思っております。ただ，同じ日数で，休みの期間等々を除外した形での

同じ日数で比較するためには，前年ということで，同列でお示しした方が分かりやすいのでは

ないかなどと素人考えで考えたのですが，統計の出し方等については検討させていただきたい

と思います。それから，先ほどの御質問と若干関連しますが，広報についての新たな工夫とい

うことについて，これまではテレビコマーシャルというのは，法テラスでは一切やっておりま

せんでした。動画のコマーシャル的なものは作りましても，テレビで流すだけのお金がないの

で街頭のオーロラビジョンみたいなものでは流していただいたりということはありましたが，

一般のテレビコマーシャルではやっておりませんでした。２１年度からはテレビコマーシャル

をやるということを計画させていただいておりまして，その予算措置もしていただいていると

ころですので御報告申し上げます。 

○立石座長：その他いかがでしょう。私の方からも少しお聞きしたいんですけど。法テラスとい

うのは元々，いわゆる司法過疎というのをなくそうと，できるだけ全ての県に作ろうというこ

とがねらいでした。ところが，今のところ，この表を見てもまだそこまでいっていないようで

すね。今後の見通しについて聞かせていただきたい。それから常勤弁護士の方々にそういうと

ころに全て入っていただくための施策的なものの見通しというのはどうなっているのか。また，

もう一つ，常勤弁護士の皆さん方について，若くからやるのか，どの程度の経験を持った方が

入るのか，できた当初もいろいろ皆さんから厳しい意見があったと思うんですね，若い方が入

ってこないとか。どの程度経験年数を持った方が常勤弁護士として参加してくださっているの

か，そのあたりの話を聞かせていただければ大変ありがたいのですが。 

○司法法制部：まず，司法過疎対策の今後の見通しというところでございますが，資料の中でも

若干触れておりますが，都道府県ごとでいいますと，都道府県数プラス北海道の分とかで，５

０か所地方事務所が設置されております。５０か所の中で，常勤弁護士がまだ配属されていな

い箇所が８か所ございます。４２か所については，常勤のスタッフ弁護士が県庁所在地にいる

か，あるいは，もっと過疎地にいるかということは別にしまして，配属されているところでご

ざいます。こういうことの理由ですが，総合法律支援法におきましては，「法テラスは，日本

弁護士連合会その他の民間の努力で不十分なところを補完する」という位置付けに法律上なっ
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ているところでございます。司法過疎対策につきましては，自発的に弁護士さんが地方で頑張

ろうと思って独立起業される場合もございますし，ひまわり基金公設事務所という形で日弁連，

弁護士会の方もそういう御努力をされているところでございますので，それとタイアップしな

がら，どうしても必要性の高いところから順次地域事務所を設けまして，配属しているという

状況でございます。近い将来に全都道府県に行きわたるかどうかとか，あるいは，全ての弁護

士過疎地域に地方事務所を設置できるかどうかというのは，なかなか簡単にはいかないだろう

と考えています。ただ，日弁連及び関係機関とも協力しながら，一歩でも二歩でも司法アクセ

スを向上させていくべく今後も努力を続けていきたいと考えております。それから，常勤弁護

士の経験年数等についてですが，最初の年，一期生は，これまで一般の法律事務所におきまし

て，弁護士経験を積まれている方を採用したわけです。その後，方式を変えまして，それだと

どうしても必要な数を採用できないということで，修習生から直接採用して法テラスの方で養

成事務所ということで，養成していただける弁護士さんをお願いして，そこで，オン・ザ・ジ

ョブ・トレーニングで自ら法曹を養成するといったシステムに変えたところでございます。で

すから，二期生以降は，司法修習生から直接ということになっているところでございます。最

初に入られた方々，あるいは，そういうシステムに変えて以後も経験を積んでから法テラスで

という方も一部おられますので，経験年数１０数年とか，あるいは，２０年とかという方もご

くわずかおられますが，大体は，２，３年目の弁護士というところでございます。   
○立石座長：ありがとうございました。どうぞ。 
○六車委員：今のところに限ってちょっとお話をしたいんですけど，今，御説明いただいた資料

４ですが，二つほど。今，お答えいただいて，「４２か所」で「８か所」が配置されていない

ことが分かったんですけど，この表自体に，８か所がないということが分かる表を作るべきで

はないでしょうか。もう一つが，なぜ東京が一番上にきているのでしょうか。基準として，こ

の配置の列の基準は，普通は北海道からではないかと思うんです。しかも，北海道はまさにそ

ういう常勤弁護士とか象徴的なようなところであって，一番上にくるのが分かりやすい表にな

るんじゃないかと思いますけど，そういうようなところが一つ一つ，どうしてこうしているの

かということを確認しながら，何かに拘束されているのであればしょうがないですけど，より

よい見方というか，分かりやすい見方の表を作るか作らないかで，ものすごく違ってくるので

はないかと思うので，あえて一言加えさせていただきました。 
○司法法制部：配置状況ということで，配置しているところだけを書いたということでございま

す。率直に申し上げますと，配置されていないところというのは，そこの地方の弁護士会が「法

テラスの弁護士さんはきてもらわなくていいよ」と，「我々だけで十分処理できるからいいよ」

と，こうおっしゃっている，「とりあえず頑張る」とおっしゃっている，そういうところは配

置されていないという状況であります。そこをどの程度目立たせて資料化するのがいいのかと

いうことについては，先生の御指摘を踏まえて，よく検討させていただきたいと思います。そ

れから，順番につきましては，関東，関西という形で，件数が多いと言いますか，大きいとこ

ろから順番に並べております。こういう形態がはたしていいのかという点も，特に理由があっ

てそうしているわけではないので，御指摘を踏まえて今後検討させていただきたいと思います。 
 ○立石座長：はい。よろしゅうございますでしょうか。それでは，２番目の現状報告ということ

で，刑務所出所者等に対する社会復帰支援について説明願います。 
○矯正局：矯正局成人矯正課長をしております富山と申します。昨年４月にこちらに着任してお
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ります。私からは，再犯防止に係る社会復帰支援施策のうち，刑事施設における取組について

御説明をいたします。お手元の資料２を御覧いただきたいと思いますが，平成１９年の犯罪白

書におきまして，二犯以上の犯歴を持つ，いわゆる再犯者が全体の約６割の犯罪を行っている

という報告がなされまして，安全な社会の実現を図る上で，再犯防止施策の重要性ということ

が改めて認識されたというふうに受け止めております。刑事施設におきましては，これまでも

監獄法という大変古い法律の下で，受刑者の矯正教育等を行ってきたところですが，平成１８

年からはこの監獄法を全面改正しまして，新しい法律の下で受刑者に対する処遇を行うことが

できるようになりました。この新しい法律の下では，受刑者に対して，刑務作業だけではなく，

改善指導，教科指導といった教育的な指導も義務付けることができるといった法律構成にして

いただいております。こういった新しい法律の下で，受刑者の再犯防止策の施策としまして，

薬物事犯者，性犯罪者等を対象とした処遇プログラム等，それぞれの受刑者の問題性に対応し

た処遇プログラムを実施しております。また，民間の専門スタッフである，キャリアコンサル

タントの活用，雇用情勢に応じた職業訓練の実施等，就労支援の施策にも力を入れてきており

ます。特に，平成１８年度からは，保護局及び厚生労働省と連携して実施しております，刑務

所出所者等総合的就労支援対策というものにおきまして，刑事施設内においてもハローワーク

の職員に来ていただきまして，職業講話をしていただいたり，職業相談を行っていただくなど

していただいております。刑事施設の在所中から出所後の就労先を確保するという取組を進め

てきております。このように新法施行後は，受刑者の再犯防止の取組に特に力を入れて行って

きておりますが，御承知のとおり，近年は，受刑者も高齢化が大変進んできております。その

関係で，高齢や障害のため，出所後に自立した生活を送ることが困難な受刑者に対する社会復

帰の支援施策も重要な課題となってきております。刑事施設におきましては，すでにこうした

高齢や障害を持つ受刑者を特に多く収容しておりますいくつかの施設には，社会福祉士，ある

いは，精神保健福祉士を配置いたしまして，出所時の医療機関，福祉関係機関との連絡調整を

図ってまいりましたが，来年度以降は，法務省と厚生労働省が連携しまして，新たな社会復帰

支援施策を実施することとしておりまして，刑務所入所中から福祉の支援が必要なものの選定，

ニーズの把握を行いまして，保護観察所及び厚生労働省が各都道府県に設置を行うこととなっ

ております，地域生活定着支援センター，これらの機関と連携しまして，福祉支援の実施につ

なげていくことをやっていきたいと考えております。そのために，刑事施設に対する社会福祉

士の配置を大幅に拡大していくこととしております。今後も受刑者の改善更生，円滑な社会復

帰に向けまして，各種の改善指導や社会復帰支援施策の充実を図ってまいりたいというふうに

考えております。私の方からは以上でございます。 
○保護局：保護局総務課長の曽木でございます。私の方からは，刑務所出所者等に対する社会復

帰支援の施策のうち，更生保護における取組について御説明申し上げます。ただいま矯正局の

方からも御説明がありましたけれども，まず，現状の再犯防止対策ということで，保護観察所

におきましても，特定の問題を抱えた保護観察対象者に対して，各種の処遇プログラムを実施

しているところでございます。それから，総合的就労支援対策ということで，厚生労働省（ハ

ローワーク）と連携しまして，トライアル雇用，身元保証制度等を設けて，刑務所からの出所

者が円滑に職を獲得することができるような体制を推進しているところでございます。それか

ら，現状のものとして，第三に沼田町の就業支援センターを運営しております。これは，後に

御説明申し上げますけれども，自立更生促進センター構想の一環として一番最初にできたもの
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でございます。北海道の沼田町で，沼田町の方の全面的な御支援をいただきまして，少年院を

仮退院したものを対象に，農業実習，それから就労支援を行うというものでございまして，平

成１９年１０月に開所して，すでに数名の者がここを退所して，地元に農業関係の職を得てい

るという状況でございます。その上で，さらに，今後進めていくべき社会復帰支援策として，

お手元の資料２の下半分に掲げているところがございます。まず，「幅広い産業分野における

就労機会の拡大」ということでございます。これは，各種様々な産業分野で刑務所出所者等が

就労の機会を得ることができるよう，まず，各都道府県に，就労支援推進協議会を設置するこ

ととしております。これは，地域の経済団体等々と連携して，雇用を通じて，出所者等の改善

更生を支援する事業主，我々は「協力雇用主」と呼んでいますが，この協力雇用主を拡大した

り，あるいは，事業主とか市民の方々に出所者の就労支援の重要性を御理解いただくための広

報を積極的に行うことについて協議するものでございます。それから新聞等でも比較的大きく

取り上げられておりますけれども，この図の右の方に書いてございますが，ＮＰＯ法人である

「全国就労支援事業者機構」というものを立ち上げております。これは，経団連等の中央の経

済団体，新日鉄，トヨタ自動車等の企業，それに日本更生保護協会等の関係者により設立され

たものでございまして，本年１月には東京都からＮＰＯ法人の認証を得て，事業を開始してお

ります。さらに，今後は，各都道府県においても，都道府県単位の協力雇用主を支援するため

のＮＰＯ法人を設立することとしております。東京では，先般設立されており，他の自治体に

おいても順次設立していく予定になっております。この都道府県単位の機構で，全国の機構か

ら支援を受けつつ，刑務所出所者等の就労を支援する枠組みを構築していくという取組を推進

していく予定でございます。 
  次に，「高齢・障害等の問題を抱える出所者に対する社会復帰支援」ということで，ただい

ま矯正局からも説明がありましたけれども，保護観察所においても，高齢・障害等を抱える出

所者の問題が大きな問題になっているということでございまして，具体的には厚生労働省と連

携しまして，先ほども説明にありました「地域生活定着支援センター」，それから刑務所と連

携して，高齢・障害の問題を抱える刑務所出所者について，福祉につなげる仕組みを構築し，

推進していくという予定でございます。さらに，民間の更生保護施設で，高齢であるとか障害

の問題を抱える出所者を積極的に受け入れて，ここを帰住先にして，先ほど申しました「支援

センター」と連携して，福祉につなげ，必要があれば福祉等に受け入れていただくということ

を推進していく予定でございます。 
  最後が「自立更生促進センター構想の推進」でございます。これは先ほども申しましたけれ

ども，主として刑務所からの仮釈放者あるいは少年院からの仮退院者を対象にして，この自立

更生促進センターに入所させて，保護観察官の強化された，濃密な指導・監督を行うとともに

充実した就労支援を行って，このような出所者等の自立更生を促進するというもので，いわば，

国立の更生保護施設ということでございます。この自立更生促進センターについて，すでに開

所済みの沼田町のものを含めて，現在，４つのものが具体化の方向で進んでおります。その中

で，特に，農業等の職業訓練や就労支援に特化したもの，これは少年を対象とする沼田町のも

の以外に，来年度には，茨城県のひたちなか市に就業支援センターという名称で開所する予定

となっております。また，民間の更生保護施設では受入れが困難な出所者に関して，強化され

た保護観察を行い，社会復帰を図るということで，福島市及び北九州市に自立更生促進センタ

ーを開所する予定でございます。さらに，今後は，今，御説明しました取組に加えて，地方自
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治体であるとか社会福祉法人等と連携して，就労先など出所者等の社会的な受け皿の確保を推

進していくことを考えております。今後とも，矯正とも連携を密にしながら，出所者等の社会

復帰支援方策の一層の充実を図っていく所存でございます。 
  ○立石座長：ありがとうございました。ただいま「刑務所出所者等に対する社会復帰支援につい

て」の説明をいただきましたが，何かこの件について御質問などございますでしょうか。 
○前田委員：再犯防止というのは，保護，矯正の基本的な仕事ですので，これに力を入れるとい

うのは当然といえば当然なんですけれど，最近の動きというのは，やはり評価すべきものはか

なり含んでいると思うんですね。やはり，矯正と保護がややもすれば距離があったのが，徐々

にではあるが近づきつつあるということと地方公共団体とのつながりですね。私は，東京都で

すので，３つの事業に関与させていただいているんですが，一つだけ申し上げておくと，やは

りお金ですね。国が一番貧乏というか，シャビィですね。東京都は金持ちの面があるからあれ

ですけど，いろんな施設とか何とかで，ＮＰＯにお金を出すというときに，やっぱり内需拡大

とかこれから予算をそういう方向に振り向けて，国民の就業の場を広くというときに，ある意

味一番無駄にならない重要なお金の使い方だと思うんですね。もっともっと強気で予算を主張

して，これは法務省全体の中でも，保護局や矯正局というのがやや後回しになるところがある

ように見えるんですね。今，全体の流れの中で，青少年もそうですし，高齢者もそうですけど

一歩前に出るべきであると。そのとき民と組んでいろんな施策を打つときに有効な部分で，や

はり予算の裏付けがないと前に進まない部分がかなりあると思いますので，そこのところを積

極的にお考えいただきたい。抽象的で申し訳ありませんけど。 
○矯正局：大変心強い励ましの言葉をいただきましてありがとうございます。決して法務省の中

で二の次，三の次にされているわけではないとは感じてはおりますけれども，そういう心強い

応援をいただきますと大変ありがたいです。ぜひ頑張っていきたいと思っております。 
○立石座長：その他いかがでございましょうか。今，大変経済状況は厳しくて，雇用を受け入れ

ていただける雇用主を見つけるのは難しいとは思いますけれども，今の現状はどうなんでしょ

うか。 
○保護局：御指摘のとおりでございまして，昨年１０月のリーマンショック以降なかなか全国大

変でございます。御説明申し上げました全国就労支援事業者機構，これは，昨年のリーマンシ

ョック前から計画していたものでございますけれども，１０月に経済がガタンと落ち込んで，

全国の機構の方でも資金難等でだいぶ苦労していると聞いております。また，地方の方でもな

かなか協力雇用主として協力してくれるところはあっても現実に雇っていただけるというとこ

ろを発掘していくのはなかなか大変な状況でございます。ただ，こういう困難なときにこうい

うスキームを作り，精神論ではございませんけど，うまく軌道に乗っていけば，経済が上向い

ていけばさらにいい形になると思います。 
○立石座長：その他よろしゅうございますか。それでは，第１の議題「法務省政策評価に関する

基本計画改定（案）」について，御議論いただきたいと思います。事務局から，概要について

説明願います。 
○駒方秘書課付：それでは，「法務省政策評価に関する基本計画」の改定につきまして，その概

要を御説明いたします。お手元の資料３を御覧ください。見え消し版と反映版の二部を御用意

しておりますが，見え消し版に沿って御説明させていただきます。今回の見直しは，基本計画

が昨年３月に策定されて以来，記載事項に若干の変更等が生じたことを受けて，所要の修正を
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行うものでございます。 

  具体的な内容ですが，まず，５ページを御覧ください。「国の研究開発評価に関する大綱的

指針」が昨年１０月３１日付けで新たに策定されておりますので，決定日を修正してございま

す。次に，６ページを御覧ください。先般，法務政策フォーラムを廃止いたしましたので，こ

れに伴いまして，「法務政策フォーラム」に関する記載を削除したものでございます。次に，

１３ページを御覧ください。政策体系についてですが，「出入国の公正な管理」に関しまして，

不法滞在者の半減計画は，平成２０年までの５年間の目標としておりましたので，その記載を

削除し，新たな施策を記載してございます。以上申し上げました他に，法令に沿った形に語句

を修正した箇所が２か所ございます。具体的には，お戻りいただきまして，１１ページ下から

２行目の「助長」を「促進」に，また，１３ページ中ほどの「国際協力に貢献」を「国際協力

を推進」に，それぞれ修正しております。基本計画の改定に関する説明は，以上でございます。  

○立石座長：ありがとうございました。ただ今の説明に関して，何か御意見，御質問ございます

でしょうか。修文ということで，特にポイントはないのではないかと思いますけれど。  

○渡辺委員：大変細かな話で恐縮ですが，先般，「事後監視型社会」という用語を「事後チェッ

ク型社会」に改めた記憶があります。政策体系にもそれを反映させるべきではないかと考えま

すが，そうしない事情があるのであれば教えていただきたいと思います。私自身は，「事後監

視」という言葉よりも「事後チェック」という言葉の方が適切だと思い，改訂の際，特に意見

は申し上げませんでした。ただ，事前調整から事後チェックというこの方向性自体，いろいろ

な情勢の中で揺り戻しがあったり，議論があったりするところです。今回特にどうこうという

話ではないんですけど，そういった動きも見据えた政策体系の常時洗い直しが必要ではないか

という感想をもっております。 
○立石座長：ありがとうございました。いかがでしょう。 
○駒方課付：御指摘ありがとうございました。御指摘いただきましたのが，政策体系の「Ⅰ 基

本法制の維持及び整備」の「１ 基本法制の維持及び整備」の「（１）社会経済情勢に即応し

た基本法制の整備」の関係だと思います。確かに御指摘いただきましたとおり，実施計画につ

きましては「事後チェック救済型」に変更しておりますので，御指摘を踏まえて政策体系の方

も変更できるかどうか検討してまいりたいと思います。 
○立石座長：ありがとうございました。その他いかがでしょう。よろしゅうございますでしょう

か。次に，第２の議題「平成２０年度法務省事後評価の実施に関する計画の見直し（案）」に

ついて御議論いただきたいと思います。事務局から，概要について説明願います。 
○駒方課付：それでは，平成２０年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」の見直しにつきまし

て，概要を御説明いたします。本実施計画は，平成２０年度に政策を実行し，平成２１年度始めから

平成２２年度概算要求までの間に評価を行う政策，その評価手法等について定めているものでござい

ます。平成２０年度の「実施計画」に関しましては，昨年１１月に持ち回りにより開催させていただ

きました第２０回政策評価懇談会において，皆様から御意見を頂戴し，本年１月に一度見直しを行

っているところでございます。 
 今回の見直しに関しましては，主として，成果重視事業として求められる政策評価の内容が明確に

なりますように，成果重視事業に係る政策評価を他の政策に係る政策評価から明確に区分させる必要

があると考えまして，様式の変更を行ったものでございます。また，内容につきましても，より定

量的に政策効果を測定するものとする観点から，修正を行っております。具体的な内容を説明いたし
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ます。資料４を御覧ください。これも資料３と同様，見え消し版と反映版の両方を御用意しており

ますが，見え消し版に沿って修正の内容を順次御説明させていただきます。資料４の見え消し版８

ページを御覧ください。「法務に関する調査研究」についてでございます。「法務に関する調査

研究」につきましては，事業評価方式を採用しております。事業評価においては「得ようとす

る政策効果」を明確にすることが求められていることから，目標等の記載を修正しております。 
 まず，「再犯防止に関する総合的研究」についてですが，目的を「法務省関係部局において

再犯防止等の諸施策を検討する上で活用できる基礎的資料を提供する」こととし，政策の実施

により得ようとする効果については，「犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８」に

盛り込まれた１０施策の検討に活用できるものとすること，また，法務総合研究所の研究評価

検討委員会において，新たに策定する評価基準により一定水準以上の評価を得ることとしてお

ります。また，研究内容等に関しましても，より具体的な記載に修正し，例えば，９ページ最

終行から記載のございます「諸外国における再犯防止対策の調査」を例にとりますと，調査資

料が豊富であり，近時，日本で施策を実際に導入している例もあるなど，より詳しく施策の展

開について研究することが適切であると判断された米国等４か国の制度・処遇プログラムを調

査対象とすることを記載したほか，調査方法・内容につきましても具体的に記載するといった

修正を加えております。次に，１２ページを御覧ください。「犯罪被害に関する総合的研究」

につきましては，国際連合が示した国際標準の質問票１６１項目について，適切な調査結果を

得ることにより，調査の効果を把握することとし，「再犯防止に関する総合的研究」と同様に，

法務総合研究所の研究評価検討委員会において，評価を行うこととしております。 
 その他，「再犯防止に関する総合的研究」「犯罪被害に関する総合的研究」いずれも，調査

項目や調査の方法につきまして，国民にとって分かりやすいものとする観点等から，より具体

的に記載しております。続きまして「出入国の公正な管理について」の関係について御説明しま

す。３４ページを御覧ください。冒頭に御説明いたしましたとおり，今回，成果重視事業の性質を

踏まえ，一般事業と成果重視事業を区別しております。そのため，達成目標３の「出入国管理に関

する業務・システムの最適化」につきましては，成果重視事業として別に整理いたしましたので，こ

ちらのページからは記載を削除しております。また，達成目標１の「平成２０年までの５年間で不法

滞在者を半減させる」という目標につきましては，これまで，指標２として「不法滞在者縮減のため

の施策の実施状況」を掲げておりましたが，参考指標に変更しております。参考指標と申します

のは，事務運営の参考として，モニタリングするために設定される指標でございますが，この

ような変更をいたしましたのは，実績評価方式につきましては，昨年来から指標及び目標値の

設定について見直しを行っており，本施策についても検討しました。その結果，達成目標１の

指標１と指標２といいますのは，いわば指標１が目的，指標２が手段のような関係にあり，指

標１で達成目標１の達成度合いを図ることが可能であり，かつ，指標２は指標１と並列的な位

置付けで置かれたものではないことから，指標２については参考指標として整理するのが適当

であろうと考えたものでございます。続いて「成果重視事業」の関係について御説明申し上げ

ます。こちらは，４２ページから記載がございます。成果重視事業とは，「骨太の方針２００５」

等において，いわゆるＰＤＣＡサイクルを実現する予算制度の定着のために導入されたものでござい

まして，定量的・アウトカムに着目した目標を設定した上で，目標の効率的な達成のための予算執行

の弾力化が措置された事業でございます。当省におきましては，①裁判員制度啓発推進事業②登記情

報システム再構築事業③地図管理業務システム最適化事業④出入国管理業務の業務・システム最適化
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事業の４事業が該当してございます。具体的な今回の修正内容といたしましては，成果重視事業の

実施計画の様式を見直したほか，成果重視事業は，目標の達成度合いの判定方法やその基準を明確

にすることが求められていることを踏まえまして，それぞれの計画に項目を追加してございます。 
 なお，４４ページの登記情報システム再構築事業及び４７ページの地図管理業務・システム

の最適化事業につきましては，委員の皆様方に事前の御説明の際にお持ちした資料と本日席上

配布いたしました資料とで若干変更させていただいた箇所がございます。変更させていただい

た箇所といたしましては，まず，４５ページの「（３）目標の達成度合いの判定方法・基準」

の「判定方法」に関しまして，最適化計画において設定している目標値に対する進捗状況によ

り達成度合いを判定する旨の書きぶりに修正をいたしました。また，当該目標値及び実績につ

いて表形式で記載を追加させていただいております。また，４８ページの「（３）目標の達成

度合いの判定方法・基準」の「判定方法」につきまして，４７ページに掲げた目標値に対する

進捗状況により達成度合いを判定する旨の書きぶりに修正するとともに，判定基準を表形式で

記載させていただいております。 
 平成２０年度実施計画の見直しに関する説明は，以上でございます。  

○立石座長：ありがとうございました。ただ今，事務局から変更点について，いろいろ説明いた

だきましたが，ただ今の説明に関して，皆さんからの御意見，御質問をお願いします。いかが

でございますか。 

○渡辺委員：毎回同じことを申し上げるんですが，やはり相変わらず分かりにくい文章，読みに

くい文章が散見されますので，あえてもう一回申し上げます。いつも前半部分から適宜一つ取

り上げて疑問を呈し，「同様の観点から全体の見直しをしてください」と申し上げております

が，なかなか直らないので，今回は後半部分から指摘させていただきます。今，御説明があっ

た入国管理局に関するところですけれども，３５ページの「（２）施策の実施方法」，これの

第一段落を見るとですね，「入国管理局では，～を実施するため，～をするとともに，～を実

施し，～を行うほか，～するため，～するとともに，～をしていく」とあります。外国語に翻

訳しろと言われたらどうするのだろうと思います。亡くなった国語学者の大野晋先生は１００

字を超える文章はよっぽど気をつけて書かないといけないとおっしゃっています。改めてそう

いう観点で全体を見直していただければと思います。それから，もう一つ，これまでに気がつ

いていて然るべきで，今頃指摘するのは申し訳ないんですけど，すべての項目に共通して「４ 

関係する法令，施政方針演説等（主なもの）」が記載されています。なるほどこういうものを

受けて，こういう政策が打ち出されているんだなと分かって大変いいんですけれど，この記載

の密度が各項目によってかなり違っております。単に法令の名前や会合・決定の日付だけを書

いているものもあれば，その骨子を記載しているものもあり，さらには，カギ括弧で演説の当

該部分の全文が引用されているようなものもある。もう少し統一を図るべきではないでしょう

か。他省庁がどうしているのかはよく分からないですけれど，読んだときに，先ほど申し上げ

ましたとおり，どういう法令・方針を受けての政策なのかという位置付けが分かるような記載

にしていただいた方がありがたいと思います。 
○立石座長：何かコメントございますか。 
○駒方課付：御指摘を踏まえまして，記載の分かりにくい点，また御指摘いただきました「４」

の項目の書きぶりにつきましても修正していきたいと思います。 
○立石座長：その他いかがでございましょう。「法務に関する調査研究」のところで，「再犯防
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止に関する総合的研究」と「犯罪被害に関する総合的研究」とがありますが，特に「再犯防止

に関する総合的研究」について，相当内容が変わってしまったと思いますが，何か事情があっ

たのでしょうか。 
○松本官房付：私から申し上げます。研究につきましての評価の在り方につきまして，従前の計

画では定量的な評価という視点が抜けておりました。その点につきまして，総務省から指摘を

受けたということがございまして，極力，定量的な視点を取り入れる，さらには，駒方から御

説明申し上げた内容についても，研究評価検討委員会の先生方の御判断を受けるという形で，

評価の在り方を根本から見直したところでございます。それを踏まえて，この計画を見直した

ところでございます。 
○川端委員：この項目は，細かく書いていただいたので，改めて見ると，調査方法について，も

っぱら統計的な数値の分析を行うんだということは分かったのですけれど，「再犯防止に関す

る総合的な研究」という目的からすると，「再犯者に対するインタビューをする」といった調

査方法も考えられるかなと思ったのですが，そうではなくて，「もっぱら統計を細かく分析す

る」という方法を選ばれたのはどうしてでしょうか。 
○法務総合研究所：法務総合研究所でございます。御指摘のような調査方法も考えられますが，

当所の研究は基礎資料の提供を目的としておりますので，まずは統計を分析して数値を出すと

いうことに重きをおいたというところでございます。 
○立石座長：よろしゅうございますか。その他いかがでしょうか。 
○六車委員：細かいことで申し訳ないんですけど，渡辺委員と全く同じ感想を持っているんです

けど，３２ページの「２．基本的な考え方」「（１）課題・ニーズ」とあります。例えばです

ね，第２段落を見ていると，これは，主語は何なんですか，述語は何なんですか。ずっと読ん

でいって，３行目の端に「ことは」とあって最後に「ことである」と。「ことは，ことである」

とこういう文章はないでしょう。その次の「また，～ことにより，～もとより，～とっても，

～ことが重要な課題となる」。「また」の後の文章の主語は一体何なんですか。それから，次

の「（２）目的・目標」。「当たっては」とか「ことにより」，３行目「～ところ」「踏まえ

ると」「～のため」「ア」「イ」とあって「を図る必要がある」，これは，主語は何なんです

か。こういう文書は通っちゃうんですか。僕は学生を教えていますけど，こういう文書が皆さ

んのところに行かないように指導しているので，目に止まってしょうがないんですけど，やは

り非常に学生レベルが落ちていますので，学生がそちらに入る段階でかなりレベルが落ちてい

る，我々全体のレベルが落ちているということではないかと思うんですけど，基本に戻って丁

寧に，主語，述語，それから受け身に書いてあるときは，逃げて受け身に書いていないか，能

動態でちゃんと書けるところはちゃんと能動態で書く。それぐらいで随分メリハリのついた文

章になると思いますので，新聞社の方の脇でそういう発言をするのはあれなんですが，まだ学

生を見ている立場から，そういうお忙しいとは思いますけれども，こういうのは外部に出て行

く文書にいろいろ反映していくと思いますので，ここだけではなく，たまたまここが目に入っ

たので，ここの担当の方にあれこれいうつもりは全くないんですけど，ちょっと併せて申し上

げたいと思ったので言わせてもらいました。ありがとうございました。 
○立石座長：はっきり分かるような書きぶりになるように，御指摘がございましたので今後よろ

しくお願いします。その他いかがでしょう。 
○山根委員：１２ページ，１３ページに記載の「法務に関する調査研究」で，６，０００人を対
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象に，随分具体的な調査を始められるということで記載があるんですけれども，１３ページの

方の評価手法ですが，私の読み方がちょっと未熟なのかもしれませんけど，前回の改定前です

と，研究を終えて，研究の有用性について確認するということになっていたのが，改定された

後ですと，調査自体が適切に行われているかどうかについて，評価を行うという書きぶりに変

わっているのかなという気がしますが，調査が適切であったことも大事ですし，やはり，研究

がどういう効果，有用性があったのかということももちろん大事だと思うんですけど，これは，

また別に調査があるということなんでしょうか。 
○松本官房付：私から回答させていただきます。「本研究の有用性」という言葉が必ずしも適切

ではなかったといいますか，これをより詳しく落としたものが修正版であると考えております。

国連からこういう形で調査してほしいということで，各国に調査項目が投げられます。それに

つきまして適切な調査手法によりまして，国連に対してきちんと回答するということがこの調

査研究の一つの目標となっておりますので，そこをきちんとやると，調査の結果につきまして

先ほども言いました研究評価検討委員会で評価するということを考えております。従いまして，

その有用性というところについて，具体的に評価委員会の検討を受けるということでございま

すので，有用性を無視するということではございません。 
○立石座長：よろしゅうございますか。私の方から聞きたいんですけど，４３ページの「裁判員

制度啓発推進事業」について，認知度を１００パーセント，応諾率を７０パーセントとしてお

りますけど，いよいよ間近に迫って，最近マスコミ，あるいはメディアを含めて非常に取り上

げられていますよね。私の周囲の話なんかを聞いていますと，「やっぱり応諾したくない」と

いう人が比較的出てきているんですよね。今の現状の数字はどのくらいになっているのかとい

うことと，実施まで時間が少ないだけに何か思い切った施策を打たないと，いわゆる目標値が

到達できないのではないかという感じがするんですけど，そのあたり法務省としてどのように

考えているんでしょうか。 
○刑事局：刑事局でございます。今，御指摘のありました参加への応諾の意識ということですが，

こういう数値がございます。各検察庁では裁判員制度の説明会というものを随分と行っており

ます。そして，説明会の実施の際には，アンケートを実施し，その結果を集計しているのです

が，平成１９年９月から平成２０年１２月までの１年４か月の間で，アンケートに協力いただ

いた約３４万人の方々の御感覚というものを若干整理しますと，説明会に参加する前の参加へ

の意識についてお尋ねすると，「参加したい」「参加してもよい」「あまり参加したくないけ

ど義務であるなら参加せざるを得ない」という数値を合わせますと７４．３パーセントという

のが元々の数値としてございました。説明会に参加した後の参加への意識をお尋ねすると，こ

れらの数値の合計が８１．５パーセントに上がるということでありました。私どもとしては，

裁判員制度の具体的な中身，その中で裁判官と裁判員が具体的にどのような役割を果たすのか，

あるいは評議というのは具体的にどのようなものなのか，そのためにどういう知識，考え方，

あるいは態度で臨んだらいいのかという点について，具体的に御理解をいただくと，それなら

参加してもよいのではないかという理解を，よりいただけるのではないかと思っているところ

でございます。今，先生から御指摘いただきました模擬裁判，確かにテレビ等でいろんな模擬

裁判の様子が報道されて，不安に思われる方がいるというのも事実だろうと承知しております

が，刑事局，検察といたしましては，裁判員裁判の実体をなるべく御理解いただくという形で，

少しでも多く方に参加いただくという努力を続けているというところであります。 
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○立石座長：はい，どうぞ。 
○川端委員：この政策評価懇談会の委員として，模擬裁判の傍聴をする機会を与えていただきま

して，時間の関係でごく一部しか見られなかったんですけれども，それでも，私が裁判員の方

の検察官の方に対する補充質問の内容とかですね，あるいは，その後の評議の際の裁判員の発

言内容，議論の仕方というのは，私が考えていた以上のレベルというか，もう少し具体的に言

うと，私がそのとき見た弁護人は，若い弁護士だったんですけれども，その弁護士よりもよっ

ぽど尋問がうまいなと思いまして，そのことをあるところに書いたら，実は，私の知り合いの

ところの事務所の若い弁護士でありまして，その弁護士は終わった後，「模擬裁判で良かった

と，もし，これが本当の裁判であったら，依頼人に迷惑をかけた」という自己嫌悪に沈んでい

たという話なんですが，そのくらい実は，裁判員のレベルが高いのでちょっと驚いた次第です。

たぶん，実際に裁判員裁判をやればですね，同じように，裁判員の人はしっかりやっていると

いう例も出てくるのではないかと。裁判員の役割を考えると，別に法律の専門家でなければで

きないようなことをやっていただこうとしているわけではありませんから，ごく普通の一般市

民の常識的な判断があればできるはずのことで，いろんな調査内容を見ると，この間もある新

聞に出ていましたけど，いわゆる有識者の人にアンケートをしますと，「うまくいくはずがな

い，できるはずがない」という傾向が高まるんですね。なんとなく上から目線で，お前らにそ

んなことできるはずないだろうといってるような感じを私は受けてしまうわけですけど。ぜひ，

歴史的な意義を持つ新しい制度ということになるので，しっかりと実施していただきたいし，

そのために，先ほどお話しになった「説明すればちゃんと分かってもらえる」というデータと

いうのは，非常に心強いと思うんですね。でも，参加応諾率のＡランクの「７０％以上」とい

うのは現実的な目標だと思いますけど，「５０％以上」で「おおむね達成」というのは目標と

しては甘いのではないか，せめて「６０％」くらいにしていただきたいと思います。それから，

それと関連するのかしないのか分かりませんけど，１５ページの「検察に関する広報活動を積

極的に実施する」の目標が対前年度増なんですけど，今，対前年度増の数字を見て気がついた

んですけど，平成１８年度にいきなり飛躍的に増加しているんですね。これは，広報活動を何

回やったかという際に，何をカウントするのかによってこの数値は全然違ってくるのではない

かと思うんですけど，何をもって，一回の広報活動というふうにカウントしているのかについ

て教えていただきたいと思います。 
○立石座長：いかがですか。 
○駒方課付：刑事局お願いします。 
○刑事局：刑事局からお答えさせていただきます。まず，回数の件から御説明申し上げます。「検

察に関する広報活動を積極的に実施する」という取組内容の関係で，目標値に「広報実施回数」

というものを挙げております。この広報の内容でありますが，大きく分けますと，具体的に相

手とやりとりをして説明をする，例えば，検察庁では，従前から移動教室から出前教室といっ

た形で，検察庁にきてもらったり，あるいは，学校や職場，あるいは，何かのイベントの場で

招いていただいて，具体的に御希望を持つ方に御参加していただいて，説明していただくとい

うことをしておりました。この回数については，先生が予想されておりますとおり，それほど

の多数できるわけではないわけであります。ただ，他方で，今回，検察広報という中で位置付

けてございます中に，裁判員制度広報と共に検察の役割や立場というものを分かっていただく

ということをやっておりまして，その中で平成１８年度以降は，裁判員制度広報を草の根的に
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やりましょうということで，例えば，イベントに参加をしてもらう，マスコミに協力をしても

らう，さらに，企業が何らかの集まりをするときに招いてもらうとか，あるいは，街頭等で検

察庁の現場の職員がパンフレット配布をすると，いわゆるなんて言うんでしょうか，多くの方

に知ってもらうという形の，周知をする広報というのが含まれておりまして，これが１万とい

う形で数字を引き上げる要因になっているわけであります。従って，この数字の後半，１万２

千回，１万７千回という数字が増えているものの，多くの部分は，そういう周知型の広報にな

っているというのが実体であります。 
○立石座長：よろしゅうございますか。 
○渡辺委員：今，川端先生がおっしゃったことと関連して，ちょっと感想を含めて申し上げたい

と思います。私も模擬裁判を，この間設定していただいたものも含めていくつか傍聴させてい

ただいておりまして，川端先生がおっしゃったのと同じような感想を持っております。先生は

弁護人のことをおっしゃいましたけど，検察官についても正直申し上げて「大丈夫かな」と思

うところがないわけではありません。冒頭陳述などは非常に工夫されていて，分かりやすい裁

判になっていると痛感はするのですが，やはり，主尋問を受けて直ちに行われる反対尋問にな

りますと，とりわけ若手の方は相当苦戦されているなという気がいたしました。裁判員の方が

休憩中に「今の検事さんの尋問は何だか訳がわからなかったですな」などとおっしゃっていて，

裁判官が「いやあ，反対尋問というのは難しいですよ。」などと一生懸命フォローされている

のを聞いたりしました。一層技量を磨いて，いい裁判にしていただければと思います。次に，

さっきから話題になっております応諾率です。川端先生がおっしゃった有識者アンケートとい

うのは，おそらく私が勤務している新聞社がやったある企画で，私も記事を見て，正に上から

目線だなあと思ったのですが，私は今，世論調査を担当する部署におるので，年末に裁判員制

度について面接方式で全国世論調査をやってみました。「呼び出されたら裁判所に行きますか」

という形で聞いてみたところ，「はい」と答えたのは全体では５７パーセントでした。パッと

見ると低い数字であり，もちろん上げていかなければいけないのでしょうが，年代別に見てい

くと，１０代から６０代に絞ると６６パーセントとそれなりの数字が出ていて，７０代以上，

辞退事由のある方になるとストンと落ちるなど，興味深い傾向がありました。応諾率について

今後評価するときにも，単なる全体の数字だけでなくて，いろいろ分析をされた上で，法務省

としての評価をしていただければと思います。それから，ここでいう応諾率は，今，申し上げ

た私どもの会社でやったものを含め，こう言っては何ですが，「しょせんは世論調査」という

ところがあります。実際に制度が始まった後には，厳とした生の数字で参加状況，出頭状況が

出てきますので，そういった数値も含めた検討・総括をしていただければと思います。ごめん

なさい，あと一点，１５ページの「検察権の適正迅速な行使」というところでちょっとお尋ね

ですが，「犯罪被害者等に対する対応を充実させるため，被害者支援員に対する研修を実施す

る」という「達成目標２」があります。この目標値欄を見ていきますと，過去の実績で，研修

を「有意義」と回答する方達が減ってきているんですけど，これについて何か分析されている

のでしょうか。このような問題が反映されているとか，こんな事情があったとかいうものが，

もしあるのであれば教えていただきたいと思います。それから，この項目に限らず，比率を指

標にしているものがいろいろあって，それはそれで正当だと思うのですが，研修にしてもどの

くらいの規模でおやりになったのかというところが当然必要なデータであると思います。実際

に評価するときには当然記載されるものと思いますけど，そういった全体像が分かるような形
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で文書にまとめていただければと思います。 
○立石座長：事務局何か。 
○駒方課付：再度御指摘をちょうだいいたしました評価書のまとめ方につきましては，御意見を

参考させていただきたいと思います。具体的な内容については，刑事局お願いします。 
○刑事局：刑事局でございます。まず，応諾率の分析の際の年代を踏まえた重層的な検討という

ことでありますが，例えば，最高裁も６０代までと７０歳以上ということは区別をして分析し

ておりますので，御指摘を踏まえていきたいと考えております。ところで，御指摘の中にござ

いました，実際の裁判員裁判が実施された際の呼び出しに対する出頭状況，あるいは，調査票

の返送状況につきましては，現在，様々な形で調査されておりますが，こうしたものの中には，

意識の問題に加えまして，具体的に就職禁止事由に該当しているものや辞退事由が具体的にあ

るもの等々が入ってまいりますので，その分析につきましては，今後，具体的な状況を踏まえ

て考えていきたいと思っております。続きまして，被害者支援員の過去のアンケート結果が下

がっている点についてですが，完全な正確な分析ということか分からないですけど，被害者支

援員の全体数というのは，１５９名，全国の検察庁に置かれております。これにつきまして，

毎回，中央研修等の研修をしているのですが，参加者が４０～５０名参加すると。もちろん，

被害者支援員も何年かに一回入れ替わる訳でありますが，中には，何回目か，二度目，三度目

と御出席をされます方もいますので，今後は，研修を実施する側の工夫と努力が必要になって

くるかと思いますが，「前にも同じ話を聞いたな」という場合には，若干こういう数値が落ち

てくることもあるのかもしれないと考えておりまして，今後は，その参加者が重複している場

合の工夫や内容等について，この数字を踏まえて具体的に検討していきたいと思っております。 
○立石座長：ありがとうございました。次に，第３の議題「平成２１年度法務省事後評価の実施

に関する計画（案）」について御議論いただきたいと思います。事務局から概要について説明

願います。 
○駒方課付：それでは，平成２１年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」の案について，資料

５に沿って御説明いたします。本計画は，政策評価法第７条において，「行政機関の長は，１年ごと

に事後評価の実施に関する計画を定めなければならない」とされていることを受けまして，平成２１

年度に政策を実施し，平成２２年度に評価を行う政策について，その評価手法等について定めたもの

であります。 
どの施策を評価の対象とするかについての選定につきましては，基本的には，政策体系上の施策で

あって，法務省の重要施策等のうち，評価の重点化・効率化の観点から選定するという枠組みとして

おります。なお，平成２１年度の計画において評価の対象から外れている施策に関しましては，今後，

時機に応じて評価の対象にすべきか否かを検討してまいります。今回の対象施策につきましては，資

料５の２枚目に別添としてございます「政策体系」を御覧いただきたいと思います。平成２１年度

の実施計画において，新規に評価の対象とする施策は，「Ｉ－２ 司法制度改革の推進」のうち「(4)

裁判外紛争解決手続の拡充・活性化」及び「Ⅱ－５ 矯正処遇の適正な実施」のうち「(1)矯正施設

の適正な保安警備及び処遇体制の整備」の２施策です。「司法制度改革の推進」「矯正処遇の適正な

実施」のいずれにつきましても，平成２０年度においては，政策体系に記載してあります他の施策に

ついて評価の対象としておりましたが，平成２１年度については，今，御紹介した二つの施策を評価

対象とするものです。 
それでは，平成２１年度の「法務省事後評価の実施に関する計画」の案につきまして，その概要を
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順次御説明させていただきます。特にお断りしない限り，平成２０年度に引き続いて，平成２１年度

も評価を行うものでございます。まず，１ページの「社会経済情勢に即応した基本法制の整備」につ

いて御説明いたします。本施策につきましては，これまで中間報告を行ってきたところですが，平成

２１年度も引き続き中間報告を行うこととしております。なお，最終的な評価は，平成２２年度に行

う予定です。計画の内容といたしましては，民事基本法制及び刑事基本法制を整備することによ

り，我が国の経済の活力の維持・向上に資するとともに，事後チェック・救済型社会の基盤を

形成して社会の安定に資することを基本目標として，民事・刑事基本法制の整備によりもたら

される効果を分析して，必要かつ十分な法制の整備が行われているかについて評価を行うこと

としております。次に，４ページの「裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の拡充・活性化」について御

説明いたします。こちらは，平成２１年度において実績評価方式により新規に評価対象とするもので

す。裁判外紛争解決手続（いわゆるＡＤＲ）は，御承知のとおり，訴訟手続によらずに民事上

の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため，公正な第三者が関与して，その解決を図る

ことを目的とした手続であり，平成１９年４月１日から施行されたものです。計画の内容とい

たしましては，認証紛争解決手続（愛称「かいけつサポート」）が，国民にとって身近な紛争解決手

段として定着するよう利用の促進を図ることを達成目標として，認証制度に関する説明会の参加者の

満足度，認証紛争解決事業者等が主催する国民向けのシンポジウム等への法務省職員の講師派

遣依頼に係る対応率及び民間紛争解決手続の業務の認証数をもって，評価を行うこととしており

ます。次に，８ページの「検察権行使を支える事務の適正な運営」について御説明いたします。こち

らは，平成２０年度に引き続いて，大きな変更点はございませんが，達成目標３にありますとおり，

広報活動につきましては，平成２０年度計画の達成目標としておりました「広く一般国民に対する広

報活動」から，「検察活動の意義・役割を説明する広報活動」へ変更し，広報活動の実施回数をもっ

て，評価を行うこととしております。なお，達成目標１の指標であるアンケート調査につきましては，

平成２０年度より調査を開始したものであり，目標値等の欄に平成１９年度の数値として記載いた

しました「９５．４％」は，平成２０年度の数字でしたので，削除させていただきます。次に１０ペ

ージの「矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備」について御説明いたします。こちらは，冒

頭御説明いたしましたように，こちらは，平成２１年度において実績評価方式による評価対象とし

て取り上げるものです。昨今の刑事施設につきましては，長期受刑者の増加，外国人受刑者，高

齢受刑者の増加のほか，精神疾患を有する，いわゆる「処遇困難者」の増加などが顕著となっ

ております。このような収容状況の中，国の治安及び平穏な国民生活を確保するためには，刑

事施設における厳重な保安警備力が要請され，その規律秩序を適正に維持するためには，地震・

火災等の災害や，自殺・逃走・暴動等の重大な保安事故，対職員や被収容者相互の暴行・傷害

事案を未然に防止するとともに，事案発生時には，適時適切な対応を行うことが不可欠である

という観点から，対応する職員の職務執行力の向上を図るとともに，各種警備用機器の整備等

の推進及びその効果的な活用を図る必要があるということでこのような指標を設定しているも

のであります。 
  続きまして若干ページが飛びますが，２４ページの「出入国の公正な管理」について御説明いた

します。こちらは平成２０年度に引き続き，平成２１年度も評価対象としておりますが，特に「新た

な在留管理制度の創設」の部分につきましては，新規に評価対象とするものです。計画の内容といた

しましては，不法滞在者等を生まない社会の構築を図るとともに共生社会を実現するため，新

たな在留管理制度の創設に係る法令の整備を始めとする施策を行う，また我が国の国際協調と
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国際交流を推進し，我が国社会の健全な発展を目指すことを基本目標として，不法滞在者等を

生まない社会の構築に向けて，関係法令の施行後に，新たな在留管理制度の運用状況等を分析

して，必要かつ十分な法整備が行われているか否かを評価するといった内容でございます。こ

の新たな在留管理制度の内容に関しましては，欧米諸国の制度と比較しつつ，我が国の実情に

応じたものとするとの観点から検討した結果，２５ページ４行目以下に記載してございますよ

うな内容での制度構築を考えております。 
  以上簡単でございますが，御説明いたしましたのは，特に平成２０年度より変更があった点，新規

に追加した点でございます。そのほかは，引き続き評価の対象とするもので，大きな変更点はござい

ませんので，説明を割愛させていただきます。 

○立石座長：ありがとうございました。それでは，ただ今の説明に関して，御意見，御質問をお

願いします。 

○田辺委員：二点ほど御指摘させていただきたいと思います。一つは，４ページ目以降のところ

の「ＡＤＲ」のところでございます。基本目標として，ＡＤＲの拡充・活性化を図るというこ

とで，具体的な指標としましては，「説明会の参加者の満足度」「シンポジウムへの法務省職

員の講師派遣依頼に係る対応率」「民間紛争解決手続の業務の認証数」としていると思うんで

すけど，これは，平成１９年度からもう動いているものですので，３年度目になるということ

なので，むしろＡＤＲの機関の認証数よりも，具体的にどのくらいＡＤＲが実際に使われてい

るかという生の数字を持ってきた方がよろしいのではないか。初年度でしたらこれで構わない

と思うんですけど，当初からの実現がどれくらい広まっているのか言わなきゃいけない，言う

べきだと思いますけど，数字はお考えいただけないものかということが一点でございます。二

点目は，２４ページのところ，「出入国の公正な管理」でございます。これは，２１年度にや

ったものを評価して，来年度でございますけど，それを見るということですけれども，一つは，

出入国管理の「ア」と「イ」で記述が全然違うけど，「ア」の方ですが，新しい在留管理制度

ということがどれだけ下りてくるかなということが，いま一つスケジュール的なイメージがつ

かめないということです。簡単に言うと，２１年度にこの法制を通すんでしたら，簡単に言え

ば通るか通らなかったかという話だけになるんで，そこを評価しても意味がないという感じが

ありますし，例えば，２１年度の中で法案を通して，その後，自治体まで絡む話がありますの

で，準備期間を決めて，オリエンテーションの役割・問題というのが出てくると思いますので，

そこまでやるのかなあという感じがあって，時期的にこの後の問題になりますけど，２１年度

に通ったとするのであれば，どのくらいの時期に具体的な自治体で新しい在留管理制度が動く

ようにして，その後，運用をどうした時期にやっていくのかというところのタイムスケジュー

ルの感覚を教えていただきたいという以上二点です。 
○駒方課付：まずＡＤＲの関係につきまして，司法法制部お願いします。 
○司法法制部：司法法制部でございます。一点目の御質問についてお答えさせていただきます。

まず利用件数がどうなっているかということにつきまして調査した方がより端的でよろしい

のではないかという御指摘についてですが，その御指摘はごもっともであると思いますが，ま

ず，御承知のとおり，認証ＡＤＲは，始まって２年弱ということでございまして，事業者数は

増加傾向にはございますが，まだ非常に少ないといった実態がございます。そこで，まず，法

務省としましては，事業者数を増加させることがまず第一歩であると考えております。そうい

う観点から，やはり認証ＡＤＲ制度について広く周知して，どんどん認証事業者が増えていく
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といった施策をまず講じることが必要だろうということで，今回のような目標を出させていた

だいたということです。委員御指摘の点につきましては，いずれ事業者が拡大・増加した後，

やはり必ず利用件数について問題になると思いますので，しかるべき時期に考えていきたいと

思っております。以上でございます。 
○立石座長：よろしゅうございますか。そのほかいかがでしょうか。 
○六車委員：田辺委員の第１問と全く同じなのですが，今の説明ではよく分からないのが，いつ

になったら数字が出てくるのかです。この「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（Ａ

ＤＲ法）」は，２０条で，「事業報告書の提出を年度の計画の３か月以内に提出しなければな

らない」とわざわざ規定されていますので，法務省がそれだけきちっと管理しているというこ

とである以上，人数が少なくても多くても，ある程度事業者数が増えてきて数が出てきてから

数を出すというのはおかしいのではないかと僕は思うんですがいかがでしょう。 
○司法法制部：確かに先生御指摘のとおり，件数については事業報告書で把握してございます。

ただ，やはり事業者数が少ないということですので，件数は当然把握して，利用数についても

増大させていきたいというふうには考えておりますけど，まず，最優先は事業者数を増加させ

るということであろうということに重きを置いて，このような目標を立てさせていただいたと

いうことでございます。利用件数について，ないがしろにするとか無視するとかそういうこと

ではございませんで，まずは事業者数を増加させたいということでございます。 
○松本官房付：政策評価を担当している官房付の松本です。新しい評価の計画でございますので，

この目標の立て方につきましても，我々と司法法制部で調整し，先生に改めて報告したいと考

えております。 
○六車委員：分かりました。ありがとうございます。 
○入国管理局：先ほど田辺先生から御指摘がありました件ですが，入国管理局におきましては，

新たな在留管理制度を構築するための関係法案を今通常国会に提出するということで，作業を

しております。先生がおっしゃられるように通るか通らないかということでございますけれど，

この法案につきましては，個々の条項，中身ごとに異なりますけれど，それぞれ施行までに早

いものもあれば，一定の期間２，３年を必要とするという内容のものもございます。実際に地

方自治体等へ与える影響につきましては，施行後運用を待たないと分からないものでございま

すので，こういうことから評価実施時期につきまして平成２４年度とさせていただきたいと考

えております。 
○立石座長：そのほか，いかがでしょうか。はい，どうぞ。 
○川端委員：ＡＤＲの指標の問題ですけど，指標の２というのが「法務省職員の講師派遣依頼に

対する対応率」というものを見ることになっておりまして，その目標値を「前年度実績維持」

としていますが，７ページの表を見ると常に全部１００パーセントで，依頼件数は４件か６件

ですので，１００％パーセントでなければおかしいという件数ですが，これをわざわざ独立の

指標にする意味はあるのかと思うんですが，なぜこれが指標になり得るんでしょうか。 
○松本官房付：官房からお答え申し上げます。この計画は新しい計画でございます。そういう意

味で先生方から御指摘のとおり，指標の立て方，評価のあり方についてまだまだ検討が不十分

な点があろうかと思います。今日いただきました御意見を踏まえまして，より適切な目標の設

定のあり方，評価のあり方について検討して改めて報告したいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 
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○立石座長：そのほか，いかがでしょうか。はい，どうぞ。 
○渡辺委員：１０ページの「矯正処遇の適正な実施」についてお尋ねします。先ほどの再犯防止

対策を含めて，矯正の現場が大変困難な問題に直面されていることは私なりに承知しています

し，そこで仕事をされている皆さんには敬意を表するものです。ただ，今回新しく示された達

成目標１の指標は「管区機動警備隊の訓練実施状況（訓練の実施回数，参加者数）」となって

いて，目標はこれを維持するということですが，私は現場が分からないので単なる感想になっ

て申し訳ないんですが，これが果たして指標になるのか，腑に落ちないところがあります。警

備隊の訓練実施状況を維持することが，どういうような構造の中で，全体の職務執行力の向上

につながっていくのかといったところを御説明願います。 

○立石座長：全く同じ意見なんですけど，ただ単にいわゆるアウトプット指標ではなく，この結

果としてどういう能力向上が見込めるのかというそのあたりの指標もほしいなと感じます。 
○矯正局：矯正局でございます。管区機動警備隊というのは非常事態があった場合に，各施設の

枠を超えて動員するために設けられている機構でございまして，現実的には，例えば少年院を

含めました施設からの逃走事案などにおいて，近隣の施設から管区機動警備隊を派遣して逃走

者の捜索・検束に当たっている，あるいは，ある程度の規模以上の保安事故が発生した施設に

この機動警備隊を派遣して，施設内の規律の維持，事態の収束に当たっているといった非常事

態対応のための活動部隊であるというふうに御理解いただきたいと考えております。施設の保

安警備というのは，もちろん非常事態の場合のみをやればよいというものではないのですが，

やはり大規模な，例えば天災事変があったり保安事故が起きたりというときに，迅速に規律を

正常に戻すためには，こうした管区機動警備隊の役割は非常に大きなものがあると考えており

まして，そうした意味で，この管区機動警備隊の職員の能力向上を今回指標の一つとさせてい

ただいたわけです。誠に御指摘のとおり，アウトプットだけではなくて訓練をやった結果とし

て執務能力がどのように向上したのかという評価指標が何かないのかと，誠にごもっともだと

思っておりまして，私どもも内部で議論しまして，何かこの訓練の回数とか参加人員だけでは

なくて，やったことによってこういう能力が向上したというものを表せるようなメルクマール

はないものかと考えてみたんですが，なかなか適切な指標が見つからないということで，こう

いう形で訓練をやることで執務能力が上がっていくので，その訓練をより多くの者に対してや

っていくということで書かせていただいた次第でございます。 
○立石座長：ありがとうございました。そのほか，いかがでしょうか。はい，どうぞ。 
○六車委員：先ほど，裁判外紛争解決の関係ですが，４ページの「基本的考え方」の最初に，裁

判外紛争解決手続（ＡＤＲ：Alternative Dispute Resolution）とありますが，一番下から

数えて４行目に，法律の正式名称のあとに，「以下『ＡＤＲ法』」というふうになっております。

分からないのでお聞きするんですが，政府部内でこの法律について「ＡＤＲ法」という略語を

付けるということについての統一的なことがあるんでしょうか。つまり，民間に親しんでもら

うのに，ＡＤＲ法というのはすぐに何の法律か，何の略か，何の英語かというのが分からない

んじゃないかと思うんです。しかも「Alternative」ですから裁判外ではない意味があって，

中途半端に分かる人は，ますます混乱してしまうというようなことがあって，法律の元々の名

前の付け方が長過ぎたというのもあると思うんですけど，民間の人達に，裁判員の，いってみ

れば民事版みたいなところもないわけではないようなところなので，例えば，先ほど最初だと

いう話もよく出てましたので，最初に民間に色々ＰＲするときの略語で，「かいけつサポート」
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や「法テラス」は非常に良いと思うんですけど，そういうような名前にしないと，ＡＤＲ法と

いうと，アルファベットが大文字で３文字並ぶことになりますし縦書きの場合もあると思いま

すし，どうかと思うんです。ちょっとお考えになって，ほかの役所との関係もあると思うし，

私の先生としての立場でもこういうので良い略語があればいいと思っていたので，この機会に

一つお願いしたい。 

  それから，先ほどＡＤＲの数の関係で，私，公害等調整委員会という行政型のＡＤＲに１年

間勤務したことがありまして，ＡＤＲを国民に宣伝するというか広めるということがいかに大

変かということがありまして，終わってから１０年経つんですけど，それでもなかなか実効性

が上がらなくて苦慮している。データはすべて公開しています。最初からのデータをきちんと

公開して学者にも分かるようにして，そして，学者の知恵も得て，どうやって広げていくのか

というようなこと，それからここに出ているのは知的財産，労働，土地境界とあるわけですが，

法テラスじゃないですが，こういう分野はこういうＡＤＲがいいよと，例えば環境だったらこ

のＡＤＲがいいよと，そうすると自分のところだけではなくて，よそのところも知って，全体

として分かりやすい振り分けみたいな，一番いいのは新聞に出ることなんですけど，一般の人

がそういうのを見て，裁判外の日本の手続というのがこういうふうになっているんだと，知っ

てもらうようなことを他の役所とも連絡しながらやっていくと良いのではないかなと，ちょっ

とそういう気持ちもあったものですから，失礼な言い方になったかもしれませんが，これで終

わりにいたします。 

○立石座長：どうもありがとうございました。大変いい御指摘だったのではないでしょうか。で

は，少々時間もおしておりますので，これで終わりたいと思いますが，最後に事務局から連絡

事項をお願いします。 
○岩田補佐官：本日は，大変ありがとうございました。御議論を踏まえまして改定作業等を進め

させていただきたいと思います。さて，次回の政策評価懇談会は，６月に開催させていただき

たいと思いますので，またどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうござい

ました。 
○立石座長：どうもありがとうございました。 

 


